
令和８年度就労準備支援事業実施業務仕様書

１　事業の目的
就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向けた課題をより多く抱える生活困窮者及び生活保護受給者に対し、就労に必要な基礎能力の形成と就労意欲の喚起を図り、就労の可能性を高めることを目的とする。

２　事業実施期間

　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
３　実施体制

　(１) 実施場所及び業務時間
業務実施場所については受託者において確保するものとする。
業務時間は、毎週月曜日から金曜日まで（「国民の祝日に関する法律」で定める休日及び年末年
始（12月29日から翌年の１月３日まで）を除く。）の８時30分から17時までとする。
　(２) 事業目標
一般就労者、定着支援に移行した者、一般就労に向けた準備が整いハローワークや就労支援員等
に支援が移行した者及び就労訓練事業等につながった者
　　   ア　生活困窮者　　５人以上
　　   イ　生活保護受給者　　５人以上

 (３) 人員体制
就労支援担当者を、１名以上配置すること。また、常勤の責任者をおく必要があること（いずれ
も常駐・専従である必要はない）。

なお、以下のいずれかの要件に該当する者を配置すること。

ア　キャリアコンサルタント、産業カウンセラーの資格を有する者
イ　就労支援に関する業務に１年以上従事した経験を有している者
ウ　国が実施する就労準備支援事業従事者養成研修の修了者
エ　就労支援業務に準ずる業務として、県が認めた業務に１年以上従事している者

４　支援対象者

　　原則として、岩手県内の町村に居住する下記のいずれかに該当する者とする。
　(１) 広域振興局及び保健福祉環境センター（以下「広域振興局等」という。）が実施する生活困窮者自立相談支援事業において、本事業を利用する旨の支援決定を受けた者（以下「生活困窮者」という。）

なお、原則として、世帯の収入が住民税均等割の非課税水準（住宅扶助基準額を含む。）を超える
者、又は世帯の金融資産が当該基準額の６か月分を超える者は本事業の対象とならないが、自立相談
支援機関が生活状況その他の事情を総合的に勘案し、支援が必要と認める場合は、この限りではない。

(２) 生活保護を受給している者のうち、広域振興局等が本事業による支援が必要と認めた者（以下「生活保護受給者」という。）

５　事業内容
　(１) 支援内容

ア　就労準備支援プログラムの作成及び見直し
　　支援を効果的・効率的に実施するため、利用者が抱える課題、支援の目標及び具体的な支援内容を記載した就労準備支援プログラムを作成する。利用者の状況や支援の実施状況等について定期的に評価を行い、適宜、就労準備支援プログラムの見直しを行う。

イ　日常生活自立に関する支援

適正な生活習慣の形成を促すため、うがい・手洗いや規則正しい起床・就寝、バランスのとれた食事の摂取、適切な身だしなみに関する助言、指導及び講習等を行う。

ウ　社会自立に関する支援
社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等、基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援や地域の事業所での職場体験、ボランティア活動等を行う。

　　エ　就労自立に関する支援
一般就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供やビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接、履歴書の作成指導等を行う。

(２) 支援の実施期間

　　ア　生活困窮者
広域振興局等が支援決定した支援期間（最長１年）とする。
ただし、支援期間終了後も一般就労に至らなかった場合等で、自立相談支援事業におけるアセス
メントの結果、再度本事業の利用が適当と判断されたときは、事業の再利用（就労準備支援プログラムの再作成）を行うことができる。　　
イ　生活保護受給者

原則として最長１年とする。
ただし、広域振興局等において、支援期間終了後の状況を踏まえ、再度本事業の利用が適当と判断された場合は、１年の利用期間終了後においても事業の再利用（就労準備支援事業の支援プログラムの再作成）を行うことができる。

また、支援の結果就職に至った場合は、原則として本事業の利用を終了するものとするが、就職後の状況に応じて、広域振興局等が本事業の継続利用が適当と判断したときは、引き続き支援を行うことができる。
(３) 生活困窮者及び生活保護受給者に対する一体的支援

　　　 利用者が以下のいずれかの状態となり、引き続き本事業による支援が必要と認められる場合は、
広域振興局等の利用決定及び支援決定に基づき、継続的に支援を行うこと。

　　　ア　生活困窮者が、本事業による支援の途中で生活保護を受給するに至った場合

　　　イ　生活保護受給者が、本事業による支援の途中で保護廃止となった場合
　　　　
６　留意事項

(１) 事業の実施に当たっては、この仕様書によるもののほか、下記の関係通知を参照すること。

ア　生活困窮者

　　「就労準備支援事業の手引き」(平成27年３月６日社援地発0306第１号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知　別添２)
　　イ　生活保護受給者

　　　　「被保護者就労準備支援事業（一般事業分）の実施について」（平成27年４月９日社援保発0409第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）

(２) 就労準備支援プログラムの作成に当たっては、（１）の各通知で定める様式を使用すること。

(３) 生活困窮者の支援に当たっては、自立相談支援機関によるアセスメントやそれに基づく支援方針を十分に踏まえ、支援の実施状況等について適宜、自立相談支援機関と情報共有し、連携して行うこと。

(４) 生活保護世帯の相談や課題の状況に応じ、広域振興局等の被保護者就労支援相談員及び担当ケースワーカーと適時適切に連携の上、必要な支援を行うこと。
(５) 就労体験の利用者は、労働者性がないと認められる限りにおいて労働基準関係法令の適用対象外となるが、安全衛生面、災害補償面については、一般労働者の取扱いも踏まえた適切な配慮が必要であること。特に、災害補償面については、利用者が就労体験中に被災した場合に備え、適切な保険に加入すること。 

(６) 工賃や交通費など、個人に対する手当は事業費から支出しないこと。なお、工賃、報奨金等の形で一定金額を支払う場合は、就労体験において行った生産活動によって得られた収益から支出すること。

(７) 関係機関と個人情報を共有する場合は本人から同意を得ておくなど、個人情報の取扱いについて適切な手続を踏まえること。

(８) その他、本事業に係る受託者選定手続において県に提出した企画提案書の内容を遵守するこ
と。

７　その他
(１)　無料サービスの原則
業務により提供するサービスについては、利用者に金銭負担を生じさせないことを原則とする。
(２)　個人情報の保護

受託者は、業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）の例により取り扱うものとする。

(３)　守秘義務

受託者は、業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託契約終了後も同様とする。

(４)　再委託等の制限

受託者（共同提案の場合は代表者）は、受託した業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と判断される業務については、その一部（委託費の２分の１以内）を再委託することができる。この場合、あらかじめ県に対して別途契約書で定める方法により再委託の内容、再委託先（商号又は名称）及び再委託先に対する管理方法等必要事項を報告し、承諾を得なければならないものとする。

(５)　業務の引継ぎ

受託者は、委託契約終了後、他者に業務の引継ぎを行う必要が生じた場合には、利用者の利便性を損なわないよう必要な措置を講じ、円滑な引継ぎに努めるものとする。なお、県が引継ぎ未完了と認めた場合は、委託契約終了後であっても無償で引継ぎを行うものとする。

(６)　業務日誌の管理
業務の従事時間数は業務日誌等により管理するものとする。
(７)　権利の帰属等

ア　業務により製作された教材、資料等に係る著作権、所有権等に関しては、原則として委託料の支払いが完了したときをもって受託者から県に移転するものとする。

イ　受託者が県から支払われる委託料により購入した物品は、県の所有となること。ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ受託者は県の承認を得なければならない。

(８)　備品等の取扱い

業務の実施に必要となる機械・器具の購入等については、原則としてリース又はレンタルでの対応とする。また、本業務の委託料により受託者が購入した備品等のうち、県が指定したものについては、委託契約終了後、県に帰属するものとする。
　(９)　障がい者に対する合理的配慮

業務の実施に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）第10条第１項に基づき、県が定める障がい者差別解消に係る対応要領等に沿って、合理的配慮を適切に行うこと。
資料２
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